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地域防災計画（原子力災害対策編）、同編住民避難計画」基本方針」 
に関するパブリック・コメント結果（概要） 

案件名 地域防災計画（原子力災害対策編）、同編住民避難計画基本方針について 
実施期間 平成２５年９月２４日（火）～平成２５年１０月２３日（水） 
意見提出者数 ９人（２１件） 

 30代 40代 50代 60代 70代 未記入 計 
男性  １ １ ４   ６ 
女性    ２   2 
未記入  １     １ 
計  ２ １ ６   ９  

意見の要旨及

び市の考え方 
以下のとおり 

 
No 年齢 

性別 
ご意見の要旨 

回答 

１ 50代 
男性 

福島のような事故が発生し、報道がされ

ると、住民は早く避難しようとパニックに

なることが予想される。屋内退避時には、

正確な情報収集に努め、その後、行政等の

指示で、順次必要な行動をとることが重要

である。 
まずは、我々市民が原子力、特に放射線

等に対して正しく理解することが先決で

あり、各種団体や各層を対象にした市民研

修会の開催を。 

ご意見の主旨については、基本方針 PⅠ
-１４「Ⅱ 原子力災害事前対策」「７ 住
民等に対する知識の普及と啓発」におい

てその必要性を記載しており、今後、こ

の方針に基づき、計画を策定してまいり

ます。 

２ 40代 
男性 
 

①住民避難は、事故等の発生日や発生時間

においても色々対応が異なることが考え

られる。例えば、平日と休日の場合、日中

と夜間の場合などで、対応が大きく異な

る。それぞれのケースで、どう対応をする

のか、具体的なマニュアルが必要である。

②ヨウ素剤については５キロ圏内と同じ

く、各家庭への事前配布が現実的な対応だ

と考える。 
 

①マニュアルの必要性については認識

しており、住民避難計画策定後に、防災

関係機関等からご意見等もいただきな

がら、具体的なマニュアルを作成してま

いりたいと考えております。 
 
②ＵＰＺにおける安定ヨウ素剤の配布

については、国の災害対策指針において

緊急時の配布となっておりますので、ご

理解をお願いします。 



 2

   なお、住民避難計画の基本方針にも記

載をしておりますが、市では今後、配

布・服用体制等について県と協議を行い

計画に反映してまいります。 
３ 60代 

女性 
福島事故が全然教訓になっていない現

実に空しさを感じています。再稼働は絶対

にダメ、廃炉に向けて準備すべきです。原

発はもういりません。 

原子力発電の是非については、国のエ

ネルギー政策の中で総合的に議論され

るものと考えております。 

４ 60代 
男性 

住民避難計画(基本方針)も大切ですが、
以下の２点について追加検討を。 
 
①消防署を中心とした越前市独自のオフ

サイトセンターの準備 
 
 
 
 
 
 
 
 
②敦賀市からの避難民の受け入れ(緊急・
一時的)体制の準備） 

 
 
 
①原子力災害における緊急応急活動は、

国・県・市等が一体的に行うことが実効

性の面からも強く求められます。 
国及び県の計画では、県の原子力防災

センターに現地対策本部が設置される

こととなっており、本市も同本部への参

画が位置づけられております。その中

で、情報の共有と適切な対応が協議され

ることとなっておりますので、ご理解願

います。 
②本市は、県の調整により、小浜市民の

避難受入れ市となっております。 
受入れ体制等については、今後県と協議

する予定です。 
５ 60代 

男性 
 

「緊急事態区分と住民のとる行動」の表

に、“住民のとる行動”とともに、国のと

る行動、県のとる行動、越前市のとる行動

を追加して掲示してほしい。 

ご意見の主旨については、住民避難計

画基本方針 PⅡ-５ 図―１「緊急事態区
分に基づく行動フロー」において記載し

ております。 
６ 60代 

男性 
福島原発事故のような事故が再び起ら

ないよう安全を高めていくことが最重要

です。 
今取り組んでおられる市地域防災計画

などは不必要とまでは言いませんが、それ

ほど重要ではありません。 
 
 

本計画は、原子力災害対策特別措置法

等に基づき策定するもので、ＵＰＺに位

置付けられた市町村は、原子力災害発生

に備えて策定しなければならない計画

です。ご理解をお願いします。 
また、ご意見の原子力施設の安全性に

つきましては、各原子力事業者におい

て、国が示した新たな規制基準に沿って
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対応の強化を図っておりますが、市にお

いても、これまで同様、国や県に対し安

全性の確保を要望してまいります。 
７ 60代 

女性 
①緊急事態発生時に、正確な情報が原子力

事業者や国、県から入ってくるのか心配で

す。また、市に入ってきた情報が我々市民

に的確に流れ、どのような行動をとるよう

にという指示が滞りなく来るのだろうか

と甚だ疑問です。防災計画を作っても、ま

ずは正確な情報が来なければ、絵にかいた

餅です。現実問題として坂井市やあわら

市、小松市、能美市への避難は可能でしょ

うか？避難できなかった人に対しての手

当、途中まで行けたが後は無理だった方へ

の対応はどうするのか。災害時要援護者に

も配慮したきめ細やかな計画を考えてく

ださい。 
 
 
 
②子どもには何はともあれヨウ素剤を飲

ませるよう保管場所等の検討が必要です。

 
 
 
 
 
③昼間、子どもが学校にいる時間帯なら、

帰宅させずにまとめてバスで移動させて

ください。 
 

①原子力事業者からの情報については、

基本方針 PⅠ―１５のとおり、事態の区
分に応じ、原子力事業者等から必要な情

報が通報されることから、計画に反映し

てまいります。 
住民避難計画は、避難等の防護措置を

迅速かつ的確に実施できることを目的

に策定するもので、基本方針 PⅡ―８に
おいては、避難誘導や避難完了の確認方

法等についても体制を整備することと

しております。 
特に、高齢者・障碍者等への配慮につ

いてはその必要性を十分認識しており、

同計画基本方針 PⅡ―８（７）災害時要
援護者においても、避難における基本的

な考えを記載しているところです。 
 
②安定ヨウ素剤の保管場所等について

は、基本方針 PⅠ―１２に適切な場所で
の備蓄について記載しております。具体

的な場所については、今後、県と協議を

行い住民避難計画に反映してまいりま

す。 
 
③ご意見のとおり、基本方針 PⅡ―９②
において、児童・生徒・園児等が在校時

には避難用のバス等により避難を行う

ものと記載しております。 
８ 
 
 
 
 
 

40代 
男性 
 
 
 
 

①避難収容活動体制の整備に関して、福井

県は広域避難先として兵庫、奈良、石川県

に協力を求めているが、県外への避難自体

が現実性に欠けると思う。市の考えは。 
 
 

①広域避難先自治体については、事故が

発生した際の安全性を十分考慮の上、県

で調整いただいたものと考えておりま

す。 
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②シミュレーションや防災訓練をとおし

て問題点の洗い出しの必要がある。 
 

 

③地震による原子力災害のみを対象とし

ているだけでいいのか。原子力発電所は、

テロ攻撃の対象となることは、当然考えら

れる。どのような対応となるのか。 
 

②防災訓練の重要性については、十分認

識しており、基本方針 PⅠ―１４に掲げ
させていただいております。 
 
③地域防災計画（原子力災害対策編）は、

放射能や放射線が環境に放出された時

の対応計画であり、原子力災害に対して

は、本計画に基づき、対応することとな

ります。  
９  60代 

男性 
 

①「はじめに】」の文中に「原子力施設 

で事故等」と書かれているが、事故の 

ほかにどのようなことがあるのか。 

「事故等」ではなく、「放射能放出事 

故」とすべきではないか。 

また、核燃料輸送車が越前市を通 

過中の事故の備えについても明記して 

おくべき。 

 

 

②福島では約 15 万人もの人が県内外へ

の避難生活を余儀なくされている。 

この防災計画に従い、避難ができたと

しても、越前市民の長い苦難があること

を明記しておくべき。 

 

 

 

 

 

 

③基本方針〔計画の性格〕に、「災害対

策基本法の規定に抵触するものであっ

てはいけない」と書かれている。上位の

法を逸脱し、県計画とも整合をはかる必

要はあるが、原発からの距離や風向きな

ど地勢に応じ、越前市独自の対応対策が

描かれるべきである。 

①本計画は、事故・故障等のアクシデン

トなどに起因し、想定されるすべての事

態に対し対応できる対策を講じるもの

で、計画における基礎とすべき災害の想

定を、「原子力施設からの放射性物質及

び放射線の放出形態は過酷事故を想定」

とする予定です。 

また、輸送時の事故対応についても計

画に掲げてまいります。 
 
②基本方針 PⅠ―１にも記載しておりま
すように、本計画は、原子力施設におい

て住民等に影響を及ぼす事故が発生し

た場合に、市や県、防災関係機関等が必

要な体制を確立し、総合的かつ計画的に

対応を行うことで、市民の生命、身体及

び財産を原子力災害から守ることを目

的としており、事前対策や応急対策等に

ついて定めるものであることをご理解

願います。 

 
③基本方針 PⅠ―９ Ⅱ事前対策 情報
の収集・連絡体制の整備において、「放

射線量の先読みのため、本市に影響を及

ぼすと考えられる市域外のモニタリン

グポストの平常時からの注視」など本市

独自の対応について掲げております。 
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④敦賀・若狭の原発が事故を起こせば、 

原発から放出された放射能は、１～３ 

時間で越前市に達する。国の「原子力緊 

急事態宣言」が出てから、子どもたちに 

安定ヨウ素剤配布や避難が指示されて 

も、初期被ばくは避けられない。警戒事 

態（第１段階）で、安定ヨウ素剤配布や 

避難の指示を出すべきであり、「設置基 

準」では、市長が認めたときは災害対策 

本部を設置することができるのだから、 

この時点での対応と、その仕組みを整え 

ておくべきである。 

 

⑤安定ヨウ素剤は、混乱の中で国の指 

示待ちをすべきではなく、事前に各家庭

の薬箱などで常備保管させ、有事に備え

るべきである。 

 
 
 
 
 
⑥地震や津波などの自然災害と違い、原

子力災害は避けることのできない災害

でなく、原子力発電所を無くせばよい。

こうした市民の目線を尊重し、せめて

計画の末尾に「越前市民は、この原子力

防災計画が必要なくなる日を願ってい

る」あるいは「原子力防災計画が必要な

くなる日を市民と共に願いつつ策定す

る」の一文を付け加えていただきたい。

 
 
⑦交通渋滞が予測されるにもかかわら 
ず、自家用車による避難とするのは無責 
任で、他に方法が無いのであれば、警戒 

事態(第一段階)の段階で、ヨウ素剤配 

④原子力災害時の防護措置については、

地域防災計画に基づき対応することが

原則ですが、事態の推移を見極めた対応

が必要であることから、災害対策本部等

の運営にあたっては原子力事業者等か

らの逸早い情報収集に努める中、迅速か

つ的確に必要に応じた対策を講じるな

ど、ご意見の主旨を反映してまいりま

す。 
 
 
 
 
⑤ＵＰＺにおける安定ヨウ素剤の配布

については、国の災害対策指針において

緊急時の配布となっておりますので、ご

理解をお願いします。 
なお、住民避難計画の基本方針にも記

載をしておりますが、市では今後、配

布・服用体制等について県と協議を行い

計画に反映してまいります。 
 
⑥基本方針 PⅠ―１にも記載しておりま
すように、本計画は、原子力施設におい

て住民等に影響を及ぼす事故が発生し

た場合に、市や県、防災関係機関等が必

要な体制を確立し、総合的かつ計画的に

対応を行うことで、市民の生命、身体及

び財産を原子力災害から守ることを目

的としており、事前対策や応急対策等に

ついて定めるものであることをご理解

願います。 
 
⑦住民避難計画は、避難等の防護措置を

迅速かつ的確に実施できることを目的

に策定するもので、基本方針 PⅡ―８に
おいては、避難誘導や避難完了の確認方
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布や避難の指示を出すべき。 
また、放射能に対し最も感受性の強い 
子どもを優先して避難させるという観点

が不可欠で、子どもや妊婦は学校に集結し

バスで一斉に移動する方法なども検討す

べきである。 
また、避難誘導する職員などには、子ど

もが乗ったバスなどは優先通行させると

いう原則を徹底しておく。 
冬場の事故の場合、足元から人体に放射

線を浴びせることになるため、積雪時の

避難についても、とくに検討が必要。 
 

法等についても体制を整備することと

しております。 
特に、子どもや妊婦、高齢者、障碍者

等への配慮についてはその必要性を十

分認識しており、同計画基本方針 PⅡ―
８（７）災害時要援護者においても、避

難における基本的な考えを記載してい

るところです。 
ご意見の主旨については、住民避難計画

に反映してまいります。 

 


